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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像の容積式位置揃えの方法であって、
第一の画像データスライス及び少なくとも１個の他の画像データセットを受け取るステッ
プと、
前記少なくとも１個の他の画像データセットにおいて、前記第一の画像データセットに対
応する第二の画像スライスを識別するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける
前記第二の画像スライスの少なくとも一方において第一の注目点をユーザ入力に基づいて
選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける
前記第二の画像スライスの他方において、前記第一の注目点に対応する第二の注目点をユ
ーザ入力に基づいて選択するステップと、
前記第一の注目点を前記第二の注目点と整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記第二の画像スライスの一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向の
いずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の画像データスライスと前記少なくとも１個の他の画像データセットとの位置揃
えを更新するステップと
前記第一の画像データスライスにおいて、前記少なくとも１個の他の画像データセットに
おける１又は複数の画像スライスに対して既知の配向にある位置を識別するステップと、
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前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第三の注目点を選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第三の注目点に対応する第四の注目点を選択するステップと、
前記第三の注目点を前記第四の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させるステップと、
を備え、
前記第一の画像データスライスは超音波イメージング・システムにより取得され、前記少
なくとも１個の他の画像データセットは、前記超音波イメージング・システムとは異なる
撮像モダリティを介して取得され、
前記第一の画像データスライスを取得したときに用いたパラメータに基づいて前記第一の
注目点と前記第三の注目点との距離に対する閾値を自動的に設定するステップを更に含む
、
方法。
【請求項２】
画像の容積式位置揃えの方法であって、
第一の画像データスライス及び少なくとも１個の他の画像データセットを受け取るステッ
プと、
前記第一の画像データスライスにおいて、前記少なくとも１個の他の画像データセットに
おける１又は複数の第二の画像スライスに対して既知の配向にある位置を識別するステッ
プと、
前記第一の画像データスライス又は前記第二の画像スライスの少なくとも一方において第
一の注目点をユーザ入力に基づいて選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記第二の画像スライスの他方において、前記第一の
注目点に対応する第二の注目点をユーザ入力に基づいて選択するステップと、
前記第一の注目点を前記第二の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記第二の画像スライスの一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向の
いずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の画像データスライス及び前記少なくとも１個の他の画像データセットの位置揃
えを更新するステップと
前記第一の画像データスライスにおいて、前記少なくとも１個の他の画像データセットに
おける１又は複数の画像スライスに対して既知の配向にある位置を識別するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第三の注目点を選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第三の注目点に対応する第四の注目点を選択するステップと、
前記第三の注目点を前記第四の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させるステップと、
を備え、
前記第一の画像データスライスは超音波イメージング・システムにより取得され、前記少
なくとも１個の他の画像データセットは、前記超音波イメージング・システムとは異なる
撮像モダリティを介して取得され、
前記第一の画像データスライスを取得したときに用いたパラメータに基づいて前記第一の
注目点と前記第三の注目点との距離に対する閾値を自動的に設定するステップを更に含む
、
方法。
【請求項３】
画像の容積式位置揃えの方法であって、
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第一の画像データスライス及び少なくとも１個の他の画像データセットを受け取るステッ
プと、
前記少なくとも１個の他の画像データセットにおいて、前記第一の画像データセットに対
応する第二の画像スライスを識別するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける
前記第二の画像スライスの少なくとも一方において第一の注目点をユーザ入力に基づいて
選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける
前記第二の画像スライスの他方において、前記第一の注目点に対応する第二の注目点をユ
ーザ入力に基づいて選択するステップと、
前記第一の注目点を前記第二の注目点と整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記第二の画像スライスの一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向の
いずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の画像データスライスと前記少なくとも１個の他の画像データセットとの位置揃
えを更新するステップと
前記第一の画像データスライスにおいて、前記少なくとも１個の他の画像データセットに
おける１又は複数の画像スライスに対して既知の配向にある位置を識別するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第三の注目点を選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第三の注目点に対応する第四の注目点を選択するステップと、
前記第三の注目点を前記第四の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第五の注目点を選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第五の注目点に対応する第六の注目点を選択するステップと、
前記第五の注目点を前記第六の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の注目点と前記第三の注目点と前記第五の注目点との離隔距離に基づいて各点に
数値スコアを与えるステップと、
前記各点の数値スコアを結合して品質スコアを算出するステップと、
前記品質スコアをユーザに提示するステップと、
を備えた方法。
【請求項４】
画像の容積式位置揃えの方法であって、
第一の画像データスライス及び少なくとも１個の他の画像データセットを受け取るステッ
プと、
前記第一の画像データスライスにおいて、前記少なくとも１個の他の画像データセットに
おける１又は複数の第二の画像スライスに対して既知の配向にある位置を識別するステッ
プと、
前記第一の画像データスライス又は前記第二の画像スライスの少なくとも一方において第
一の注目点をユーザ入力に基づいて選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記第二の画像スライスの他方において、前記第一の
注目点に対応する第二の注目点をユーザ入力に基づいて選択するステップと、
前記第一の注目点を前記第二の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記第二の画像スライスの一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向の
いずれかに平行移動させるステップと、
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前記第一の画像データスライス及び前記少なくとも１個の他の画像データセットの位置揃
えを更新するステップと
前記第一の画像データスライスにおいて、前記少なくとも１個の他の画像データセットに
おける１又は複数の画像スライスに対して既知の配向にある位置を識別するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第三の注目点を選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第三の注目点に対応する第四の注目点を選択するステップと、
前記第三の注目点を前記第四の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第五の注目点を選択するステップと、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第五の注目点に対応する第六の注目点を選択するステップと、
前記第五の注目点を前記第六の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させるステップと、
前記第一の注目点と前記第三の注目点と前記第五の注目点との離隔距離に基づいて各点に
数値スコアを与えるステップと、
前記各点の数値スコアを結合して品質スコアを算出するステップと、
前記品質スコアをユーザに提示するステップと
を備えた方法。
【請求項５】
前記少なくとも１個の他の画像データセットが複数の第２の画像スライスを含み、
前記少なくとも１個の他の画像データセットの前記複数の第２の画像スライスを通して走
査するステップと、
前記第一の画像データスライスに前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける前
記第二の画像スライスが類似する平面であることを示す標識を付けるステップをさらに含
んでいる請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
１又は複数の有形媒体を備えたコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記１又は複
数の有形媒体は、
コンピュータに請求項１乃至５のいずれかに記載の方法を実行させるプログラムを含んで
いる、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項７】
第一の画像データスライス及び少なくとも１個の他の画像データセットを得るように構成
されている少なくとも一つのイメージング・システム（１２）と、
該少なくとも一つのイメージング・システム（１２）に結合されて動作し、前記第一の画
像データスライスと前記少なくとも１個の他の画像データセットとの容積式位置揃えに基
づいて位置揃え済み画像を形成するために、前記第一の画像データスライス及び前記少な
くとも１個の他の画像データセットの各々を前記第一の画像データスライス及び前記第二
の画像データスライスにおける関心点を選択するユーザ入力に基づいて処理するように構
成されている処理サブシステム（１３２）と
を備え、
前記処理サブシステム（１３２）が、
第一の画像データスライス及び少なくとも１個の他の画像データセットを受け取り、
前記少なくとも１個の他の画像データセットにおいて、前記第一の画像データセットに対
応する第二の画像スライスを識別し、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける
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前記第二の画像スライスの少なくとも一方において第一の注目点を選択し、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットにおける
前記第二の画像スライスの他方において、前記第一の注目点に対応する第二の注目点を選
択し、
前記第一の注目点を前記第二の注目点と整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記第二の画像スライスの一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向の
いずれかに平行移動させ、
前記第一の画像データスライスと前記少なくとも１個の他の画像データセットとの位置揃
えを更新するように構成され、
画像取得装置（１２４）を前記少なくとも一つのイメージング・システム（１２）に対し
て既知の配向に配向させることを容易にするように構成されている配置サブシステム（１
４０）をさらに含み、
前記第一の画像データスライスは超音波イメージング・システムにより取得され、前記少
なくとも１個の他の画像データセットは、前記超音波イメージング・システムとは異なる
撮像モダリティを介して取得され、
前記処理サブシステム（１３２）が、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第三の注目点を選択し、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第三の注目点に対応する第四の注目点を選択し、
前記第三の注目点を前記第四の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させ、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの少なく
とも一方において第五の注目点を選択し、
前記第一の画像データスライス又は前記少なくとも１個の他の画像データセットの他方に
おいて、前記第五の注目点に対応する第六の注目点を選択し、
前記第五の注目点を前記第六の注目点に整列させるように、前記第一の画像データスライ
ス、前記少なくとも１個の他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方
向及び第三の方向のいずれかに平行移動させ、
前記第一の注目点と前記第三の注目点と前記第五の注目点との離隔距離に基づいて各点に
数値スコアを与え、
前記第一の画像データスライスを取得したときに用いたパラメータに基づいて前記第一の
注目点と前記第三の注目点との距離に対する閾値を自動的に設定し、
前記各点の数値スコアを結合して品質スコアを算出し、
前記品質スコアをユーザに提示するように構成される、
システム（１０）。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には、物体の撮像に関し、さらに具体的には、２以上の画像の容積式位
置揃え（volume based registration）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像位置揃えは、医療撮像、動画による運動解析、遠隔探査、警備及び監視の各応用に
広く用いられている。さらに、画像の内容の間での対応を見出す方法が画像位置揃えと一
般に呼ばれている。換言すると、画像位置揃えは、相異なる画像における同じ物体又は物
体の部分の位置及び配向を、曖昧さを排除して結び付ける幾何学的変換を見出すことを含
んでいる。さらに具体的には、画像位置揃えは、異なる画像データセットを共通の座標空
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間に変換することを含んでいる。各画像は、異なる撮像装置によって得られたものであっ
てもよいし、又は代替的には、同じ撮像装置によって取得されているが異なる撮像セッシ
ョン若しくは時間枠において取得されたものであってもよい。認められるように、医療撮
像の分野では、患者が受ける撮像セッション又は走査の数は着実に増加している。身体部
分の画像を同じ撮像モダリティ又はシステムから経時的に取得することができる。代替的
には、多重モード型撮像において、同じ身体部分の画像をＸ線イメージング・システム、
磁気共鳴（ＭＲ）イメージング・システム、計算機式断層写真法（ＣＴ）イメージング・
システム、超音波イメージング・システム又は陽電子放出断層写真法（ＰＥＴ）イメージ
ング・システムのような異なる撮像モダリティの利用を介して撮影することができる。
【０００３】
　医用の位置揃えでは、画像の位置揃えは患者の移動に関連する困難に直面する。例えば
、同じ撮像モダリティを介して又は他の方法で得られる二つの走査の間での患者の意識的
又は無意識的な移動のため、これら二つの走査の間に予測不能な変化が存在する。残念な
がら、この位置変化は画像の整列不正を招く。加えて、患者の姿勢が、多重モード型走査
に用いられる撮像モダリティに応じて異なり得る。例えば、患者は、結腸の磁気共鳴撮像
（ＭＲＩ）走査セッション時には伏臥姿勢（すなわち顔面を下に向けて横臥）に配置され
、超音波機械のような異なる撮像設備を用いた同じ形式の検査時には仰臥姿勢（すなわち
顔面を上に向けて横臥）に配置される場合がある。この姿勢の差が本質的な位置揃えの問
題を生ずる。
【特許文献１】米国特許第７０５２４６１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　容積ガイド式超音波は、超音波画像を以前に取得された（過去取得：pre-acquired）画
像容積と位置揃えする応用である。過去取得容積データセットは、例えばＣＴ画像データ
セット、ＭＲ画像データセット、ＰＥＴ画像データセット又は超音波画像データセット等
を含み得る。過去取得容積データセットに対する超音波画像の位置揃えを行なうための従
来思量されている解としては、超音波トランスデューサの表面又は内部に１又は複数のセ
ンサを装着した位置感知システムの利用等がある。しかしながら、超音波画像を過去取得
容積データセットに位置揃えする方法は煩雑で時間浪費的となる場合がある。
【０００５】
　従って、超音波画像を単一のモダリティ又は複数の撮像モダリティを介して得られた過
去取得画像容積データセットと効率よく位置揃えすることの可能な方法及びシステムの設
計が必要とされている。具体的には、誤差を最小限に留めつつワークフロー効率を高める
画像を位置揃えする方法及びシステムの設計が極めて必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の手法の各観点によれば、画像の容積式位置揃えの方法が提示される。この方法
は、第一の画像データセット及び少なくとも１個の他の画像データセットを受け取るステ
ップを含んでいる。さらに、この方法は、上述の少なくとも１個の他の画像データセット
において、第一の画像データセットに対応する第一の画像スライスを識別するステップを
含んでいる。この方法はまた、第一の画像データセット又は少なくとも１個の他の画像デ
ータセットにおける第一の画像スライスの少なくとも一方において第一の注目点を選択す
るステップを含んでいる。加えて、この方法は、第一の画像データセット又は少なくとも
１個の他の画像データセットにおける第一の画像スライスの他方において、第一の注目点
に対応する第二の注目点を選択するステップを含んでいる。また、この方法は、第一の注
目点を第二の注目点に整列させるように、第一の画像データセット、第一の画像スライス
の一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向に平行移動させるステップを含
んでいる。また、この方法は、第一の画像データセットと少なくとも１個の他の画像デー
タセットとの位置揃えを更新するステップを含んでいる。この方法によって画定される形
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式の機能性を提供するコンピュータ読み取り可能な媒体も本発明の手法と共に思量される
。
【０００７】
　本発明の手法のさらにもう一つの観点によれば、画像の容積式位置揃えの方法が提示さ
れる。この方法は、第一の画像データセット及び少なくとも１個の他の画像データセット
を受け取るステップを含んでいる。加えて、この方法は、第一の画像データセットにおい
て、上述の少なくとも１個の他の画像データセットにおける１又は複数の画像スライスに
対して既知の配向にある位置を識別するステップを含んでいる。また、この方法は、第一
の画像データセット又は少なくとも１個の他の画像データセットの少なくとも一方におい
て第一の注目点を選択するステップを含んでいる。さらにまた、この方法は、第一の画像
データセット又は少なくとも１個の他の画像データセットの他方において、第一の注目点
に対応する第二の注目点を選択するステップを含んでいる。加えて、この方法は、第一の
注目点を第二の注目点に整列させるように、第一の画像データセット、少なくとも１個の
他の画像データセットの一方又は両方を第一の方向、第二の方向及び第三の方向に平行移
動させるステップを含んでいる。この方法はまた、第一の画像データセットと少なくとも
１個の他の画像データセットとの位置揃えを更新するステップを含んでいる。
【０００８】
　本発明の手法のさらに他の各観点によれば、システムが提示される。このシステムは、
第一の画像データセット及び少なくとも１個の他の画像データセットを得るように構成さ
れている少なくとも一つのイメージング・システムを含んでいる。加えて、このシステム
は、上述の少なくとも一つのイメージング・システムに結合されて動作し、第一の画像デ
ータセットと少なくとも１個の他の画像データセットとの容積式位置揃えに基づいて位置
揃え済み画像を形成するために第一の画像データセット及び少なくとも１個の他の画像デ
ータセットの各々を処理するように構成されている処理サブシステムを含んでいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明のこれらの特徴、観点及び利点、並びに他の特徴、観点及び利点は、添付図面を
参照して以下の詳細な説明を読むとさらに十分に理解されよう。図面全体を通して類似し
た符号は類似した部材を表わす。
【００１０】
　以下で詳述するように、画像の容積式位置揃えが可能なイメージング・システム及び容
積式位置揃えの方法を提示する。画像の容積式位置揃えのシステム及び方法を用いること
により、誤差を最小限に留めつつワークフロー効率を改善することができる。以下に示す
実施形態の各例は医用イメージング・システムの文脈で説明されるが、工業的応用での画
像の容積式位置揃えが可能なイメージング・システムの利用も本発明の手法と共に思量さ
れることが認められよう。工業的応用としては、限定しないが手荷物走査応用、並びに他
の警備及び監視応用のような応用等がある。
【００１１】
　図１は、本発明の手法の各観点による撮像に用いられる例示的なシステム１０のブロッ
ク図である。さらに具体的には、システム１０は、２以上の画像データセットの容積式位
置揃えを容易にするように構成され得る。当業者には認められるように、これらの図面は
説明を目的としており、縮尺通りに描画されている訳ではない。システム１０は、複数の
画像取得システムを介した患者（図１には示さず）からの画像データの取得を容易にする
ように構成され得る。図１の図示の実施形態では、イメージング・システム１０は、第一
の画像取得システム１２、第二の画像取得システム１４及び第Ｎの画像取得システム１６
を含むものとして図示されている。第一の画像取得システム１２は、観察下にある患者を
表わす第一の画像データセットを得るように構成され得るものと特記され得る。類似した
態様で、第二の画像取得システム１４は、同じ患者に関連する第二の画像データセットの
取得を容易にするように構成され、第Ｎの画像取得システム１６は、同じ患者からの第Ｎ
の画像データセットの取得を容易にするように構成され得る。
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【００１２】
　本発明の手法の一観点によれば、イメージング・システム１０は、多重モダリティ型イ
メージング・システムを表わし得る。換言すると、多様な画像取得システムを用いて同じ
患者を表わす画像データを得ることができる。さらに具体的には、幾つかの実施形態では
、第一の画像取得システム１２、第二の画像取得システム１４及び第Ｎの画像取得システ
ム１６の各々が、ＣＴイメージング・システム、ＰＥＴイメージング・システム、超音波
イメージング・システム、Ｘ線イメージング・システム、ＭＲイメージング・システム、
光学式イメージング・システム又はこれらの組み合わせを含んでいてよい。例えば、一実
施形態では、第一の画像取得システム１２がＣＴイメージング・システムを含み、第二の
画像取得システム１４が超音波イメージング・システムを含み、第Ｎの画像取得システム
１６がＰＥＴイメージング・システムを含み得る。
【００１３】
　さらに、他の幾つかの実施形態では、イメージング・システム１０は、第一の画像取得
システム１２のような１台の画像取得システムを含んでいてもよい。換言すると、イメー
ジング・システム１０は、単一モダリティ型イメージング・システムを含んでいてよい。
例えば、イメージング・システム１０は、超音波イメージング・システムのような１台の
みの画像取得システム１２を含み得る。本実施形態では、同じ患者について一定の時間に
わたって取得される複数の走査のような複数の画像が、同じ画像取得システム１２によっ
て取得され得る。
【００１４】
　次いで、単一モダリティ型イメージング・システム又は複数の異なる画像取得モダリテ
ィによって得られた患者を表わす複数の画像データセットを合成して、結合型表示を得る
ことができる。当業者には認められるように、ＰＥＴイメージング・システム及び単光子
放出計算機式断層写真法（ＳＰＥＣＴ）イメージング・システムのような撮像モダリティ
を用いて生理学的情報を与える機能的身体画像を得ることができ、ＣＴイメージング・シ
ステム及びＭＲイメージング・システムのような撮像モダリティを用いて身体の解剖学的
マップとなり得る身体の構造的画像を取得することができる。これら異なる撮像手法は、
身体に関する相補的な情報及び時として矛盾する情報を有する画像データセットを与える
ことが知られている。これらの画像データセットを高い信頼性で合体させて、個々の画像
データセットの各々では明らかでない場合のある付加的な臨床的情報を含み得る複合的な
重なり画像の形成を容易にすることが望ましい場合がある。さらに具体的には、この複合
画像は、医師が解剖学的構造と、存在する場合には病状との間の形状関係、寸法関係及び
空間的関係に関する情報を得ることを容易にする。
【００１５】
　また、単一撮像モダリティ型システムを介して得られた複数の画像データセットを組み
合わせて、複合型表示を生成することができる。この複合型表示は、医師が患者の継続管
理検査を行なったり、正常な摂取特性を有する画像を疑わしい異常を有する画像に対して
比較したりするのを容易にすることができる。
【００１６】
　取得された複数の画像データセットは、一つの領域に関連する画像情報を各々の画像デ
ータセットから見た状態に「位置揃え」することができる。次いで、これらの画像を用い
て、複合型表示を生成することができる。画像位置揃え手法を用いて、一実施形態では処
理モジュール１８を介してイメージング・システム１０によって得られた複数の画像デー
タセットを合成することができる。さらに具体的には、処理モジュール１８は、本発明の
手法の各観点によれば２以上の画像データセットの容積式位置揃えを支援するように構成
されることができ、このことについて図２～図５を参照してさらに詳細に説明する。図１
に示す例では、処理モジュール１８は、画像取得システム１２、１４、１６に結合されて
動作する。前述のように、画像位置揃えは、異なる画像データセットを共通の一つの座標
系へ変換する工程として定義され得る。さらに具体的には、画像位置揃えの工程は、検討
下にある画像データセットを共通の座標系へ変換するのに用いることのできる１又は複数
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の適当な変換を求めることを含んでいる。本発明の手法の各観点によれば、この変換は、
限定しないが剛体型変換、非剛体型変換又はアフィン変換のような変換を含み得る。剛体
型変換としては、例えば平行移動、回転又はこれらの組み合わせ等がある。また、非剛体
型変換としては、例えば有限要素モデリング（ＦＥＭ）、Ｂ－スプライン変換、Daemonの
（流体流動に基づく）方法、拡散に基づく方法、光学的流動に基づく方法、又はレベル・
セットに基づく方法等がある。尚、実時間超音波二次元（２Ｄ）又は三次元（３Ｄ）画像
データセットのように画像データセットの一つが連続的に更新されているときには、位置
感知システム及び／又は画像式解析を用いて位置揃えを保ち得ることを特記しておく。
【００１７】
　上で述べたように、処理モジュール１８は、取得された複数の画像データセットの容積
式位置揃えを容易にして位置揃え済み画像データセットを形成するように構成され得る。
観察下にある患者は典型的には、走査されているときに意識的移動又は無意識的移動を経
験することが観察されている。結果的に、幾分かの予測不能な変化が、同じ撮像モダリテ
ィのイメージング・システム又は多重モダリティ型イメージング・システムのいずれかを
介して取得された画像データセットの間に内部的にも外部的にも生じ得る。内部的変化は
、肺又は結腸のような器官の運動によるものと考えることができる。また、患者が経験す
る外部的変化は、患者の外部の身体部分の不随意移動を示す。例えば、超音波イメージン
グ・システム及びＣＴイメージング・システムを用いた腹部走査の間に、又は後に行なわ
れる患者の超音波走査の場合にも、患者の位置が変化しがちであることが広く観察されて
いる。この移動の結果として、画像同士の間に整列不正が生ずる。結果的に、超音波走査
をＣＴ画像容積のような過去取得画像容積に位置揃えする工程は、煩雑で時間浪費的な工
程となり得る。従って、２以上の画像データセットの実質的に優れた位置揃えを可能にす
るように調整され得る容積式画像位置揃え工程が必要とされている。一実施形態では、処
理モジュール１８は、かかる容積式画像位置揃え工程の具現化を容易にするように構成さ
れ得る。
【００１８】
　処理モジュール１８は、操作者コンソール２０を介してアクセスされ且つ／又は操作さ
れ得る。操作者コンソール２０はまた、処理モジュール１８によって形成された取得画像
及び／又は複合位置揃え済み画像の表示器２２及び／又はプリンタ２４等での表示を容易
にすることができる。例えば、医師のような操作者が操作者コンソール２０を用いて、位
置揃え済み画像を表示器２２に視覚化する態様を指定することができる。
【００１９】
　図２（Ａ）～図２（Ｂ）へ移ると、図１のイメージング・システム１０、さらに具体的
には処理モジュール１８の動作を表わす概略的な流れ図５０が示されている。換言すると
、システム１０（図１参照）を用いた容積式位置揃えの方法が図示されている。図２に示
す例では、参照番号５２及び５４は、画像取得システム１２、１４、１６（図１参照）の
ような１又は複数の画像取得システムを介して取得される第一の画像データセット及び第
二の画像データセットを表わす。前述のように、画像データセット５２、５４は異なる撮
像モダリティを介して取得された同じ患者を表わす画像データにそれぞれ対応する。代替
的には、単一撮像モダリティを用いて画像データを取得する場合には、画像データセット
５２及び５４は、同じ種類の撮像モダリティを介して一定の時間にわたって取得された同
じ患者に関連する画像データを表現している。
【００２０】
　ここの例では、第一の画像データセット５２は第一の画像取得システム１２を介して取
得され得る。さらに、第一の画像取得システム１２は、例えば患者の解剖学的関心領域を
表わす画像容積を得るように構成されているＣＴイメージング・システムを含み得る。従
って、第一の画像データセット５２はＣＴ画像データを含み得る。さらに具体的には、一
実施形態では、ＣＴ画像容積５２は、患者の身体に対して標準的な配向にある一連の平行
な平面画像（スライス）を含み得る。例えば、ＣＴでの腹部走査は通常、背を下にして横
臥した患者について行なわれ、各スライスは互いに対して平行であり、患者に対しては交
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軸方向にある。さらに、第一の画像取得システム１２を介して取得される第一の画像デー
タセット５２を「参照」画像と呼ぶことができ、この参照画像は不変に保たれこれにより
参照として用いられる画像である。尚、参照画像、参照画像容積、参照画像データセット
、原画像、元画像及び固定画像等の用語は互換的に用いられる場合があることを特記して
おく。参照画像データセット５２は、過去取得画像容積に相当し得る。尚、参照画像デー
タセット、過去取得画像容積、参照画像容積及び過去取得参照画像容積との用語は互換的
に用いられる場合があることを特記しておく。
【００２１】
　加えて、参照画像に写像され得る他の取得画像を「浮動」画像と呼ぶ場合がある。換言
すると、浮動画像は、参照画像５２と空間的に整列するように幾何学的に変換された画像
を表現している。また、浮動画像、移動画像、感知画像及び標的画像との用語は互換的に
用いられる場合があることを特記しておく。従って、第二の画像データセット５４は、例
えば第二の画像取得システム１４を介して取得され得る。さらに、ここの例では、第二の
画像取得システム１４は、例えば解剖学的関心領域を表わす画像を得るように構成されて
いる超音波イメージング・システムを含み得る。従って、第二の画像データセット５４は
超音波画像データを含み得る。さらに具体的には、一実施形態では、超音波画像データ５
４は二次元（２Ｄ）平面画像（スライス）を含み得る。ここでも、超音波における腹部走
査は通常、背を下にして横臥した患者について行なわれるが、超音波プローブの自由な移
動があるため、交軸方向のＣＴスライスに対して直接的な相関が存在しない場合がある。
尚、第二の画像データセット５４は、実時間で取得される２Ｄ超音波画像を含み得ること
を特記しておく。この２Ｄ超音波画像はまた、「実時間（ライブ）」超音波画像と呼ばれ
ることもある。代替的には、第二の画像データセット５４は、実時間で取得される多平面
超音波画像又は３Ｄ超音波画像を含み得る。また、第二の画像データセット、超音波画像
、第一の浮動画像、及び第一の浮動画像データセット等の用語は互換的に用いられる場合
があることを特記しておく。
【００２２】
　過去取得参照画像データセット５２及び第一の浮動画像データセット５４を受け取るこ
とに続いて、第一の浮動画像データセット５４を参照画像データセット５２と位置揃えす
ることができる。さらに具体的には、本発明の手法の各観点によれば、第一の浮動画像デ
ータセット５４は、ステップ５６～６９によって示すように処理モジュール１８（図１参
照）の利用を介して参照画像データセット５２と位置揃えされることができ、このことに
ついて以下で詳述する。換言すると、第一の浮動画像データセット５４は、幾つかの実施
形態では、参照画像データセット５２と空間的に整列するように処理モジュール１８によ
って幾何学的に変換され得る。
【００２３】
　加えて、幾つかの実施形態では、選択随意の前処理ステップ（図２には示さず）を、参
照画像データセット５２及び処理モジュール１８によって処理される前の第一の浮動画像
データセット５４に適用することができる。例えば、画像平滑化アルゴリズム及び／又は
画像ボケ除去アルゴリズムを、参照画像データセット５２及び処理モジュール１８によっ
て処理される前の第一の浮動画像データセット５４に適用することができる。
【００２４】
　本発明の手法の例示的な各観点によれば、処理モジュール１８による処理をステップ５
６～６９に関して説明することができる。現状で思量される構成では、参照画像データセ
ット５２は、解剖学的関心領域を表わす画像容積を含み得る。さらに、参照画像容積又は
データセット５２は、複数の実質的に平行な平面画像スライスを含み得る。さらに、前述
では参照画像容積５２はＣＴイメージング・システムを介して取得された画像データを含
むと説明したが、参照画像容積５２はまた、ＭＲイメージング・システム、ＰＥＴイメー
ジング・システム、Ｘ線イメージング・システム、核医学イメージング・システム、ＳＰ
ＥＣＴイメージング・システム又は超音波イメージング・システムを介して取得される画
像データを含み得ることを特記しておく。
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【００２５】
　さらに、ここの例では、第一の浮動画像データセット５４は、第二の画像取得システム
１４（図２参照）を介して取得される第一の画像スライスを含み得る。尚、第一の画像ス
ライス及び浮動画像との用語は互換的に用いられる場合があることを特記しておく。ここ
の例では、第一の画像スライスは、前述のように解剖学的関心領域を表わす２Ｄ超音波画
像のような２Ｄ画像スライスを含み得る。従って、参照画像データセット５２及び第一の
画像スライス５４は、処理モジュール１８への入力となるように構成され得る。処理モジ
ュール１８による処理はステップ５６から開始し、このステップでは、第一の画像スライ
ス５４に対応する参照画像データセット５２の画像スライスを識別することができる。参
照画像データセット５２のこの画像スライスを第二の画像スライス５８と一般的に呼ぶこ
とができる。
【００２６】
　本発明の手法の各観点によれば、第二の画像スライス５８を、例えば処理モジュール１
８（図１参照）の利用を介して識別することができる。参照画像データセット５２におけ
る第二の画像スライス５８を第一の画像スライス５４に実質的に類似した画像スライスと
して識別する。位置センサ及び／又は画像式処理を用いて、超音波画像データセット５４
のような実時間超音波画像の位置が更新されるのに伴ってデータセットを位置揃えされた
状態に連続的に保つことができる。
【００２７】
　認められるように、これら二つの平面すなわち第一の画像スライス５４及び過去取得参
照画像データセット５２において識別された第二の画像スライス５８は、実質的に類似し
た画像データセットを表わす。しかしながら、第一の画像スライス５４、第二の画像スラ
イス５８又は両者の内部では画像データがシフトしている場合がある。換言すると、第一
の画像スライス５４の画像データと第二の画像スライス５８の画像データとが整列不正と
なっている場合がある。現状で利用可能な手法を用いると、この整列不正は典型的には、
第一の画像スライス５４、第二の画像スライス５８の一方又は両方をＸ方向、Ｙ方向又は
両方向に平行移動させることにより克服される。残念ながら、第一の画像スライス５４に
実質的に類似した参照画像容積５２における第二の画像スライス５８の識別には本質的な
困難が存在する。加えて、２枚の画像スライスが互いに対して実質的に平行であることを
保証する工程も困難な課題である。さらに、現状で利用可能な手法の利用は、Ｚ方向への
シフトがあっても対処することができない。
【００２８】
　本発明の手法の例示的な各観点によれば、現状で利用可能な手法に関連するこれらの短
所は、第一の画像スライス５４、第二の画像スライス５８の一方又は両方をＸ方向、Ｙ方
向及びＺ方向に平行移動させ、これにより参照画像データセット５２において実質的に類
似した画像平面の識別を容易にすることにより回避され得る。一実施形態では、限定しな
いが平面係止及び平行移動方式（Plane Lock and Translate Scheme）のような識別方法
を用いて、参照画像データセット５２での第二の画像スライス５８の識別を支援すること
ができる。例えば、医師のような利用者が、過去取得参照画像データセット５２において
実時間超音波画像５４に実質的に類似した平面を識別することができる。認められるよう
に、過去取得参照画像データセット５２は複数の画像スライスを含み得る。また、参照画
像データセット５２におけるこれら複数の画像スライスの各々は互いに対して実質的に平
行であり得る。一実施形態では、医師は過去取得参照画像データセット５２を通して走査
して、実質的に類似した画像平面を識別することができる。尚、実質的に類似した画像平
面は、参照画像容積５２の複数の実質的に平行な画像スライスの１枚を含み得ることを特
記しておく。代替的には、実質的に類似した画像平面は、参照画像容積５２の複数の画像
スライスを横断した１枚の画像を含み得る。
【００２９】
　一旦、実質的に類似した画像平面（第二の画像スライス５８）が過去取得参照画像デー
タセット５２において識別されたら、ステップ６０に示すように、医師は係止（lock）を
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識別して、これにより実時間超音波画像５４及び参照画像容積５２において対応する実質
的に類似した画像平面（第二の画像スライス５８等）に標識（タグ）をつけることができ
る。この係止を類似平面係止（similar plane lock）と一般的に呼ぶことができる。例と
して述べると、実質的に類似した画像平面が、ＣＴ参照画像容積５２の複数のＣＴ画像ス
ライスを通して走査することにより識別され得る。また、現状で思量される構成では、医
師が、第一の画像取得システム１２、第二の画像取得システム１４の一方又は両方に対す
る制御を選択することにより係止を識別することができる。ステップ６０での係止の結果
として、同一平面位置揃え済み画像６１を得ることができる。
【００３０】
　さらに、一旦係止されたら、２枚の画像５４、５８を共に走査することができる。換言
すると、実時間超音波画像５４を更新することができ、例えば超音波トランスデューサを
含むプローブのような画像取得装置の移動が生じたら、過去取得容積の対応するスライス
し直された新たな画像を表示する。換言すると、超音波トランスデューサは、当該超音波
トランスデューサと結合されて動作する位置センサを含み得る。医師は、ＣＴ画像データ
５２から１枚の平面を選択し、若しくは超音波トランスデューサによって実質的に類似し
た平面を見出し、又はこの反対を行なうことができる。加えて、医師は、例えばキーを押
すことにより類似した平面５４、５８の観察を指示することができる。この点以降は、超
音波トランスデューサを移動させる任意の運動を位置センサによって記録して、ＣＴ画像
データセット５２に適用し、画像容積５２を通して第二の画像スライス６８のような新た
なスライスを取り出すことができる。次いで、医師は、ＣＴ画像データセット５２におい
て一つの点を識別し、超音波画像５４において同じ点に対して走査を行ない、また点に印
をつけることができる。尚、以上の工程を反対の順序で実行してもよいことを特記してお
く。一旦、点が画像データセット５２、５４の両方において識別されたら、Ｘ、Ｙ及びＺ
でのシフト補正を行なうことができる。認められるように、これら２枚の平面すなわち第
一の画像スライス５４及び過去取得参照画像データセット５２において識別された第二の
画像スライス５８は、この点において共通である。従って、ステップ５６の結果として、
実時間画像スライス５４に実質的に類似した参照画像容積５２における第二の画像スライ
ス５８を識別することができる。
【００３１】
　しかしながら、第一の画像スライス５４、第二の画像スライス５８又は両方の内部の画
像データは互いに関してシフトしている場合がある。換言すると、第一の画像スライス５
４の画像データと第二の画像スライス５８とが整列不正となっている場合がある。従って
、第一の画像スライス５４、第二の画像スライス５８又は両方の画像データを処理して、
これら二組の画像データセットを整列させることができる。上で述べたように、本発明の
手法の例示的な各観点によれば、この整列不正は、第一の画像スライス５４、第二の画像
スライス５８の一方又は両方をＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向に平行移動させることにより対
処され得る。
【００３２】
　第一の画像スライス５４及び第二の画像スライス５８を整列させるために、ステップ６
２によって示すように、第一の注目点を第一の画像スライス５４において選択することが
できる。尚、第一の注目点は、解剖学的構造、又は患者の表面若しくは内部に載置された
基準標識を含み得ることを特記しておく。第一の注目点は、例えば図形的標識を用いて識
別され得る。同様に、ステップ６４では、第二の注目点を参照画像データセット５２にお
いて選択することができる。さらに具体的には、第二の注目点は、当該第二の注目点が浮
動画像５４における第一の注目点に対応する点に相当するように選択され得る。また、一
実施形態では、医師は、超音波画像５４又は過去取得参照画像データセット５２のいずれ
かにおいて１個の点を識別することができる。点は、例えば画像において点の上にカーソ
ルをおいてクリックすることにより選択され得る。次いで、医師が必要に応じて画像取得
装置を移動させて、他方の画像での視覚化域において対応する注目点を求め、続いてこの
対応する点を選択することができる。上で述べたように、第一の注目点が浮動画像５４に
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おいて選択され、続いて参照画像データセット５２において対応する第二の注目点の選択
が行なわれているが、第一の注目点が参照画像データセット５２において選択され、続い
て浮動画像５４において対応する第二の注目点の選択が行なわれてもよいことが理解され
よう。
【００３３】
　続いて、ステップ６６では、本発明の手法の例示的な各観点に従って、浮動画像５４、
参照画像データセット５２の一方又は両方をＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向に平行移動させて
、第一の注目点を第二の注目点に整列させることを容易にすることができる。画像データ
セット５２、５４をＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向に平行移動させることは、平面係止が確立
されたときに存在していたあらゆるＺシフト誤差を補償することを有利に容易にする。こ
の平行移動の結果として、浮動画像５４は参照画像データセット５２に整列する。続いて
、ステップ６８では、浮動画像５４の参照画像データセット５２との位置揃えを更新する
ことができる。ステップ６８での位置揃えの更新に続いて、位置揃え済み画像６９を得る
ことができる。この位置揃え済み画像６０を同一平面及び平行移動点位置揃え済み画像と
呼ぶことができる。次いで、位置揃え済み画像６９を、例えば第一の画像取得システム１
２、第二の画像取得１４の一方又は両方の表示器に表示させることができる。
【００３４】
　前述のように、浮動画像５４に対応する参照画像データセット５２の第二の画像スライ
ス５８の識別には本質的な困難が存在する。加えて、第二の画像スライス５８が参照画像
データセット５２の画像スライスに対して既知の配向にあることが望ましい場合がある。
例えば、第二の画像スライス５８が浮動画像５４に実質的に平行であり、これによりＸ方
向及びＹ方向に沿った回転を回避することが望ましい場合がある。また、浮動画像５４及
び第二の画像スライス５８は互いに対して回転せず、これによりＺ方向に沿った回転を回
避することが望ましい場合がある。従って、もう一つの容積式位置揃えの方法を提示する
。
【００３５】
　図３（Ａ）～図３（Ｂ）には、もう一つの容積式位置揃えの方法を表わす概略的な流れ
図７０が示されている。図３に示す例では、参照番号５２及び５４は、画像取得システム
１２、１４、１６（図１参照）のような１又は複数の画像取得システムを介してそれぞれ
取得された第一の画像データセット及び第二の画像データセットを表わす。
【００３６】
　ここでも、第一の画像データセット５２を、ＣＴイメージング・システムのような第一
の画像取得システム１２を介して取得することができる。従って、第一の画像データセッ
ト５２は、患者の身体に対して標準的な配向にある一連の平行な平面画像（スライス）を
含み得るＣＴ画像データを含むことができる。第一の画像データセット５２を参照画像デ
ータセット５２と呼ぶことができ、このデータセット５２は、前述のように過去取得画像
容積を表わし得る。また、第二の画像データセット５４は、例えば解剖学的注目点を表わ
す画像を得るように構成されている超音波イメージング・システムのような第二の画像取
得システム１４を介して取得され得る。第二の画像データセット５４は超音波画像データ
を含むことができ、この場合には超音波画像データ５４は２Ｄ平面画像（スライス）を含
み得る。前述のように、第二の画像データセット５４は、実時間で取得され得る２Ｄ超音
波画像を含み得る。この２Ｄ超音波画像５４はまた、「実時間（ライブ）」超音波画像と
も呼ばれる。代替的には、第二の画像データセットは、実時間で取得される多平面超音波
画像又は３Ｄ超音波画像を含み得る。
【００３７】
　過去取得参照画像データセット５２及び浮動画像５４を得ることに続いて、第一の浮動
画像データセット５４を参照画像データセット５２に位置揃えすることができる。幾つか
の実施形態では、選択随意の前処理ステップ（図示せず）を、参照画像データセット５２
及び処理モジュール１８（図１参照）によって処理される前の第一の浮動画像データセッ
ト５４に適用することができる。例えば、画像平滑化アルゴリズム及び／又は画像ボケ除
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去アルゴリズムを、参照画像データセット５２及び処理モジュール１８によって処理され
る前の第一の浮動画像データセット５４に適用することができる。
【００３８】
　方法はステップ７２から開始し、このステップでは、参照画像データセット５２におい
て浮動画像データセット５４に対応する第二の画像スライスを識別することができる。さ
らに具体的には、本発明の手法の各観点によれば、ステップ７２では、浮動画像データセ
ット５４において参照画像データセット５２におけるスライスに対して既知の配向にある
位置を識別することができる。一実施形態では、浮動画像データセット５４において、参
照画像データセット５２におけるスライスに実質的に平行な位置を識別することができる
。尚、この位置は、参照画像データセット５２の一つの画像平面に位置していてよく、こ
の画像平面は「所望の」画像平面とも呼ばれることを特記しておく。
【００３９】
　認められるように、例えばＣＴイメージング・システム又はＭＲイメージング・システ
ムから取得されたもののような過去取得画像容積は典型的には、患者の身体に対して標準
的な配向にある一連の平行な平面画像（スライス）を含んでいる。例えば、ＣＴでの腹部
走査は通常、背を下にして横臥した患者について行なわれ、各スライスは互いに対して平
行であり、患者に対しては交軸方向にある。本発明の手法の例示的な各観点によれば、こ
の「取得平面」の知見を有利に用いて、位置揃え方式を強化することができる。さらに具
体的には、一実施形態では、医師は浮動画像データセット５４を走査して、浮動画像デー
タセット５４において参照画像データセット５２のスライスに実質的に平行な位置を識別
することができる。
【００４０】
　一旦、浮動画像容積５４における所望の位置が識別されたら、ステップ７６によって示
すように、浮動画像データセット５４を参照画像データセット５２に対して平行なものと
して係止することができる。この係止を平行平面係止と呼ぶことができる。ステップ７６
での係止の結果として、平行位置揃え済み画像７７を得ることができる。続いて、ステッ
プ７８では、浮動画像５４において第一の注目点を識別することができる。第一の注目点
は、図２に関して前述したように、解剖学的関心領域を含み得る。さらに、ステップ８０
では、参照画像データセット５２において第一の注目点に対応し得る第二の注目点を識別
することができる。代替的には、ステップ７８では第一の注目点を先ず参照画像データセ
ット５２において選択し、ステップ８０では対応する第二の注目点を浮動画像５４におい
て選択してもよい。
【００４１】
　さらに、ステップ８２では、前述のように浮動画像５４、参照画像データセット５２の
一方又は両方を平行移動させて、第一の注目点を第二の注目点と整列させることができる
。換言すると、浮動画像５４、参照画像データセット５２の一方又は両方をＸ方向、Ｙ方
向及びＺ方向に平行移動させて、第一の注目点及び第二の注目点を整列させることを容易
にすることができる。結果的に、浮動画像５４はこの時点で、参照画像データセット５２
と整列する。従って、浮動画像５４及びと参照画像データセット５２との間の平行平面係
止を、浮動画像５４と参照画像データセット５２との間の同一平面係止へ変換することが
できる。また、ステップ８４では、浮動画像５４の参照画像データセット５２との位置揃
えを更新して、位置揃え済み画像８６を形成することができる。この位置揃え済み画像８
６を平行平面及び平行移動点位置揃え済み画像と呼ぶことができる。続いて、この位置揃
え済み画像８６を、システム１０の表示器２６（図１参照）のような表示器において視覚
化することができる。
【００４２】
　上述のような平行平面係止を具現化することにより、浮動画像５４と参照画像データセ
ット５２との比較的容易な位置揃えを得ることができる。さらにまた、認められるように
、取得平面に平行にトランスデューサを保持すると過去取得参照画像容積５２において同
じ平面を識別する場合よりも誤差を生じ難く、これにより回転誤差が減少する。



(15) JP 5683065 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

【００４３】
　上で述べたように、ここの例では、単一の平行移動点を用いて平行平面係止を同一平面
係止へ変換している。しかしながら、平行平面係止によって導入された可能性のあるＸ方
向、Ｙ方向及び／又はＺ方向での回転誤差は、存在したとしても補正することができない
。本発明の手法のさらに他の観点によれば、平行平面係止をガイドとして用いて同一平面
係止を実行することを医師に対して許すことができる。従って、医師は、例えば第二の画
像取得システム１４（図１参照）を用いて特定の画像を得ることができる。前述のように
、第二の画像取得画像１４は超音波イメージング・システムを含み得る。ゆえに、超音波
画像を得ることができる。加えて、医師は、この超音波画像が、係止させたい所望の浮動
画像であることを指示することができる。また、画像取得装置の現在位置に関する配置情
報を得て記憶しておくことができる。次いで、医師は、参照画像データセット５２におい
て現在の超音波画像スライス５４に平行な画像平面を通して走査することができる。例え
ば、医師は、トラックボール、マウス、トランスデューサの移動又は他の制御機構の利用
を介して参照画像データセット５２を通して走査することができる。
【００４４】
　一旦、医師が超音波画像スライス５４に実質的に類似した画像平面を識別したら、医師
は同一平面係止を指示することができる。換言すると、医師は、超音波画像スライス５４
を、参照画像データセット５２における実質的に類似した画像平面との同一平面係止を介
して係止したいと指示することができる。次いで、図形的表現を超音波画像スライス５４
において用いて、超音波画像スライス５４が過去取得参照画像容積５２における画像平面
に対して実質的に平行であるか否かを平行平面係止に基づいて示すことができる。例えば
、点を超音波画像５４の右上の角及び／又は超音波画像５４の左下の角に表示することが
できる。尚、超音波画像５４の左上の角は平行平面内に位置するものと想定されており、
これら二つの図形を用いて、医師が画像取得装置を過去取得参照画像容積５２と同じ平面
に整列させるように調整するのを支援し得ることを特記しておく。一実施形態では、図形
的標識は、画像の該当部分が平面内に位置するときには緑色の十字印を含み、平面外に位
置するときには異なる色の四角形とすることができる。さらに、幾つかの実施形態では、
平面外に位置するとの標示を色によって示すことができ、平面内にするのに必要とされる
望ましい移動距離を四角形の大きさ及び／又は色の明るさによって示すことができる。一
旦、各平面が実質的に類似しているものと識別されたら、医師は同一平面係止を指示する
ことができる。また、図形的標識は、利用者が同一平面係止を指定するためのガイドとな
るように構成され得るが、必ずしも平行に表示しなくてもよいことを特記しておく。
【００４５】
　上で述べたように、以上に述べた平行平面手法は、所望の画像平面又は取得平面に対し
て実質的に平行な画像平面の識別を行なうものである。本発明の手法の各観点によれば、
関心のある画像平面が取得平面以外の平面を含み得る場合の本発明の手法の利用もまた思
量される。さらに具体的には、画像取得装置における超音波トランスデューサと過去取得
画像容積との間の配向を知ることが望ましい。例えば、超音波経膣検査は、標準的なＣＴ
又はＭＲのデータセットに対して約９０°だけ回転させ得る超音波画像を含み得る。ここ
の例では、過去取得参照画像容積を、位置揃えに先立って超音波トランスデューサに実質
的に類似した配向まで回転させることができる。代替的には、位置揃え工程は、超音波画
像と過去取得参照画像容積との間の平行移動を含み得る。
【００４６】
　本発明の手法の例示的な各観点によれば、超音波プローブのような画像取得装置と過去
取得画像容積との間の配向に関する情報は、配置サブシステムの導入を介して利用可能と
することができ、ここで配置サブシステムは患者を載置したテーブルに対して既知の配向
となるように構成され得る。加えて、配置サブシステムは、患者テーブルに対して既知の
配向にプローブを支持するように構成され得る。認められるように、典型的には、患者は
、ＣＴスキャナのような容積走査装置のテーブルに配置される。テーブルを移動させて容
積走査のために患者を配置することができる。続いて、テーブルを、超音波走査のための
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新たな位置まで移動させることができる。容積走査装置テーブル（例えばＣＴイメージン
グ・システム）に対して既知の配向にあり、画像取得装置をテーブルに対して既知の配向
に配置するように構成された配置サブシステムを導入することにより、平行平面係止は、
単に画像取得装置を配置サブシステムに配置してイメージング・システム１０（図１参照
）にプローブがこの既知の配向にあることを知らせることにより達成され得る。代替的に
は、位置センサをテーブルに対して既知の配向に配設して、これにより位置センサを用い
て、医師による如何なる動作も伴わずに平行平面係止を達成することができる。一旦、超
音波画像と過去取得画像容積との間の位置揃えが達成されたら、容積走査装置からの任意
のテーブル移動を用いて位置揃えを更新することができる。代替的には、位置センサが患
者と共に移動するようにテーブルに取り付けられたら、テーブル移動があっても如何なる
調節も保証しない。
【００４７】
　以上に述べた手法は、患者を容積走査装置テーブルから異なるテーブル又は患者保持装
置に移動させた場合にも応用され得る。ここでも、患者が新たなテーブルにおいて走査装
置テーブル及びプローブ位置と実質的に類似した相対位置にあり、又は位置センサが患者
に対して既知の配向にある場合には、平行平面を識別することができる。尚、ここでの例
は、患者位置が変化する可能性が高いため位置揃えの何らかの調節を伴い得ることを特記
しておく。さらにまた、本発明の手法の各観点によれば、位置揃えを強化するためにＸ方
向、Ｙ方向及び／又はＺ方向への回転調節を手動で行なうための手段を設けてもよい。
【００４８】
　前述のように、平面係止が確立されたときに存在するあらゆるＺシフト誤差は、Ｘ方向
及びＹ方向へのシフトに加えてＺ方向へのシフトを同時に行なうことにより実質的に解消
され得る。平行移動に用いられる注目点が画像の関心領域に対応している場合には、関心
領域を中心としたＸ軸、Ｙ軸又はＺ軸の任意の回転が実質的に最小化され得ることを特記
しておく。このステップは、検査を通じて他の注目点でのあらゆる回転誤差を最小化する
ために繰り返され得る。
【００４９】
　また、本発明の手法のさらに他の観点によれば、以前の点に基づく位置揃えに戻る手段
を設けてもよい。換言すると、医師に対し、平行平面が識別されたときに生じ得るあらゆ
る回転誤差を補正する手動手段が提供され得る。医師は、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸の周りでの
平面の回転を調節するように制御を与えられ得る。この回転は、画像の中心、選択自在の
点、又は平行移動工程の一部として識別された最後の点の周りで行なうことができる。回
転調節制御は、過去取得画像容積において表示されている平面の回転を調節する。医師は
、実時間画像又は静止画像を走査しながらこの調節を行なうことができる。一実施形態で
は、回転を行なうための手動手段としては、回転制御又はトラックボール等がある。例と
して述べると、手動手段が回転制御を含む場合には、三つの回転制御を用いてＸ軸、Ｙ軸
及びＺ軸の周りの回転を別個に調節することができる。
【００５０】
　しかしながら、手動手段が単一の回転制御を含んでいる場合には、作用軸の間での切り
換えを行なうように構成されているスイッチを含めることが望ましい場合がある。認めら
れるように、軸の間の切り換えは、医師にとっての余分なステップを伴う。加えて、Ｘ軸
又はＹ軸の周りの回転を達成するために回転部を時計回り及び／又は反時計回りに回動さ
せるのは、物理的な有向性移動が画像の物理的な回転と一致しないため直感にそぐわない
場合がある。例えば、Ｘ軸の周りの調節を行なうと画像が上に遠ざかるように又は下に回
転するが、回転制御の時計回り及び反時計回りの移動はこれらの運動に一致しない。トラ
ックボール制御の利用は、回転軸を選択する手段、及び／又はトラックボールを用いて、
トラックボールにマッピングされ得る他の利用者機能ではなく回転調節を行なうつもりで
あると指示する手段を必要とする。本発明の手法の各観点によれば、これらの短所は、４
箇所配置（又は４箇所よりも多い配置）型のジョイスティック回転部の利用を介して回避
され得る。この４箇所配置型ジョイスティック回転部は、Ｘ軸回転を遂行するためには上
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又は下に押され、Ｙ軸回転を遂行するためには左又は右に押され、Ｚ軸回転を遂行するた
めには時計回り又は反時計回りに回転される。さらに、キーを上位置、下位置、左位置又
は右位置に固定すると、選択随意で加速移動を生ずることができる。加えて、制御部を押
し込むことにより調節のための運動速度を調節するように構成されることができ、これに
より医師が大まかな移動又は細かな移動を行なうことを可能にする。
【００５１】
　上述のような制御を具現化することにより、回転調節を遂行する全ての制御が選択を伴
わずに利用可能となり、キーの運動が画像調節と一致して、利用法が遥かに直感的となる
。制御部を押すことにより、回転調節を行なうことからシフト調節を行なうことへ制御を
変化させる等のように異なる効果を発揮することができる。この場合には、左右の運動は
Ｘ軸に沿ったシフトを実行し、上下の運動はＹ軸でのシフトを実行し、時計回り及び反時
計回りの運動はＺシフト調節を実行することができる。
【００５２】
　加えて、上で述べたような容積式位置揃えの方法を具現化するのには三つの段階が必要
である。第一段階は、過去取得画像容積において浮動画像平面に対応する平面の識別及び
画像平面の係止を行ない、第二段階は、画像平面の一つにおいて注目点の識別を必要とし
、第三段階は他の画像平面において対応する注目点の識別を伴う。平面係止が最初に行な
われる場合には、係止を開始する動作（ポインタで画像をクリックする等）が平行移動ア
ルゴリズムの初期点にもなるように構成され得る。次いで、医師は、他の画像において対
応する点に印を付け、これにより３回ではなく２回の動作で係止及び平行移動位置揃えを
完了することができる。
【００５３】
　さらにまた、医師はこれら二つのデータセットを係止して、両画像をトランスデューサ
が移動するのに伴って更新する。次いで、医師は、画像の１枚において平行移動点に印を
付けることができる。第三段階は、他の画像において対応する点に印を付けるものである
。この第三段階を支援するために、第一の画像を静止させて（実時間更新を行なわない）
、平行移動点が静止画像において可視のままに留まるように構成することができる。この
コウセイは、他の画像において同じ点を見出すために走査しているときの参照として作用
する。
・　　加えて、第一段階では、医師は、過去取得画像容積において超音波画像のような浮
動画像に実質的に類似した画像平面を識別する。超音波トランスデューサと過去取得画像
容積との間に係止が確立されていなくても、超音波トランスデューサを用いて過去取得画
像容積を通してナビゲートして関心のある画像平面を決定し、これにより過去取得画像容
積の調査を容易にすることができる。さらにまた、容積の内部で後の解析のために追加の
注目点に印を付けることができる。
【００５４】
　従来は、３個以上の注目点が浮動画像５４（図２参照）において識別され、続いて対応
する３個以上の注目点が参照画像容積５２（図２参照）において識別されて画像５２、５
４の位置揃えを支援することができた。超音波画像５４と過去取得参照画像容積５２との
間で３個以上の共通の点を識別することにより、現在のプローブ位置に対応する画像平面
を参照画像容積５２から抽出する変換を構築して用いることができる。この手法は、例え
ば利用者制御の利用を介した超音波画像５４における点の識別、及び続いて行なわれる過
去取得画像容積５２における対応する点の識別を含んでいる。次いで、識別工程を異なる
点について最低２回繰り返すことができる。３個以上の点による位置揃え方式の一つの本
質的な困難は、実質的には互いに近接していない点を近接した点と識別して、大きな誤差
を発生しがちであることである。さらに、現状で利用可能な手法に関連する短所は、互い
に実質的に近接した点の利用を回避することにより回避されている。換言すると、注目点
同士の間の許容可能な距離を表わす固定された閾値を選択して、実質的に近接した距離に
配設された２個以上の点の利用を回避することができる。しかしながら、固定された閾値
は、状況によって利用可能でない場合がある。例えば、腹部のように相対的に大きい容積
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域を含む解剖学的関心領域は約４ｃｍの閾値を要求し得るが、手首のように相対的に小さ
い容積域を有する解剖学的関心領域において少なくとも４ｃｍ離隔した３個以上の注目点
を識別することは困難である場合がある。
【００５５】
　本発明の手法の例示的な各観点によれば、超音波画像５４に関連したパラメータを用い
ることにより、イメージング・システム１０（図１参照）、さらに具体的には処理モジュ
ール１８（図１参照）は、解剖学的関心領域の寸法を推定して適当な閾値を自動的に設定
するように構成され得る。超音波画像５４に関連するパラメータとしては、幾つかを挙げ
ると深さ、トランスデューサ、トランスデューサ周波数、注目ズーム領域等がある。例え
ば、注目点は互いから画像深さの少なくとも２０％離隔していることが望ましい場合があ
る。結果的に、解剖学的関心領域が腹部を含んでいる場合には、２０ｃｍ深さでの走査が
約４ｃｍの閾値距離を要求する。類似した態様で、解剖学的関心領域が手首を含んでいる
場合には、４ｃｍ深さでの走査が約０．８ｃｍの閾値距離を要求する。尚、ここでの例は
画像深さに関して記載されているが、本発明の手法は、走査されている関心領域と共に自
動的に増減する閾値を要求していることを特記しておく。
【００５６】
　また、本発明の手法のさらに他の観点によれば、システム１０（図１参照）、さらに具
体的には処理モジュール１８（図１参照）は、もう一つの注目点に相対的に近接した注目
点を自動的に廃棄するように構成され得る。処理モジュール１８はまた、元の注目点を置
き換えるか、又は２個の点のうち好適な平行移動を与える方を用いるように構成され得る
。この手法を互いに相対的に近接していると識別された２個よりも多い点に拡張してもよ
い。
【００５７】
　さらにまた、３個よりも多い点が識別される場合に、システム１０は、全ての点に基づ
く位置揃え及び点の様々な部分集合に基づく位置揃えを医師に提供するように構成され得
る。システム１０は、点の部分集合に基づいて数値的な品質指標を算出すると共に、各点
の離隔距離に基づいて各点に数値スコアを与えるように構成され得る。次いで、これら２
種の数値に加重を与えて、全体的な品質スコアとして結合することができる。最高の品質
スコアを達成した点の組み合わせを用いればよい。加えて、システム１０は、医師が全て
の点を用いること、上述の基準に基づいて最善の点の部分集合を用いること、又は上述の
基準に基づいて最善の三点部分集合を用いることから選択し得るように構成され得る。
【００５８】
　上述のような手法を具現化することにより、システム１０の使い易さを顕著に高めるこ
とができる。認められるように、一実施形態では、医師は典型的には、超音波画像５４に
おいて３個以上の注目点、及び参照画像容積５２の他の画像において対応する３個以上の
注目点を識別する。実時間超音波画像５４はトランスデューサによって制御され、過去取
得画像容積５２はマウス、トラックボール又は他の入力装置によって制御される。これら
の注目点の識別は、本発明の手法の各観点に従って強化され得る。例えば、過去取得参照
画像容積５２を通してナビゲートするのに標準的な入力装置を用いるのではなく、超音波
トランスデューサを用いて移動を駆動することができる。点が一方の画像において識別さ
れたら、この点は図形的標識として保持されることができ、次に同じ点が他方の画像にお
いて識別されるときの参照となる。医師は先ず、選択随意の平行移動と共に同一平面係止
又は平行平面係止を実行し、次いで結果を３個以上の注目点を用いた位置揃えのために案
内として用いることができる。一旦、点が画像の１枚において識別されたら、この画像は
更新を停止し、識別された点は図形的標識によって可視のままに留まる。さらに、第二の
画像での対応する点の識別に続いて、次の点を識別し得るように２枚の画像は実時間更新
に戻る。平行移動点が同一平面係止の一部として識別されたら、この注目点を３個以上の
注目点の１個として用いることができる。各々の１対の点毎に、医師は、いずれの画像に
おいて第一の注目点を識別すべきかを指定することができる。この画像は点の対毎に変え
てよい。一旦、点の対の第一の点が医師によって識別されたら、注目点を医師によって解
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除することができる。医師はまた、点の対を解除することを選択することもできる。
【００５９】
　前述のように、浮動画像５４のような超音波画像を参照画像容積５２のような過去取得
容積データセットと位置揃えする幾つかの手法が存在する。例えば、これらの手法として
は、選択随意の平行移動点による平面係止、手動重なり調節による平面係止、自動画像整
列による平面係止、平行移動点による平行取得係止、及び各々のデータセットにおける３
個以上の共通の点等があり、変換を構築することができる。これら様々な位置揃え手法の
重複した固有の観点が、効率及び利用者自在性のための興味深い機会を提供する。手動同
一平面係止の実行は、次いでトランスデューサを用いて両方の画像を調節することができ
るため位置揃えを開始する共通の方法となり、従って他の位置揃え手法を助ける。一つの
利点は、選択随意の平行移動点による同一平面係止が行なわれた場合には、平行移動点を
３個以上の注目点を用いる位置揃えにおける第一の点として用い得ることである。
【００６０】
　従って、医師は多数の平行移動点を生成することができる。換言すると、一旦、平面係
止が識別されたら、医師は少なくとも３個の共通で且つ独立の平行移動点を識別すること
ができる。システム１０は、３個以上の点から構築される変換へ切り換えて、画像スライ
スの位置揃えを行なうように構成され得る。切り換えは、自動的に又は利用者選択に基づ
いて実行され得る。尚、３個以上の点が対応する閾値よりも大きい距離に配設され得るこ
とを特記しておく。
【００６１】
　選択随意の平行移動点による平面係止を具現化することにより、第一の画像スライス５
４と参照画像容積５２との容積式位置揃えを著しく強化することができる。さらに具体的
には、位置揃えの速度及び位置揃えの品質は、本発明の手法の各観点によれば参照画像デ
ータセット５２全体を走査する必要がないため強化され得る。
【００６２】
　また、任意の形式の位置揃えを実行した後に、経時的に又は異なる解剖学的位置におい
て画像位置揃えが望んだほど良好でないことが明らかとなる場合がある。従って、医師は
容積式位置揃えを再度開始することができる。さらにまた、システム１０は、位置揃え方
法の全てについての結果を把握して、医師が適当な位置揃えを選択することを可能にする
ように構成され得る。例えば、医師は、選択随意の平行移動点による平面係止を実行し、
続いて３個以上の点による位置揃えによって追跡調査することができる。両方の位置揃え
の結果をシステム１０に記憶させることができ、このようにして医師が所望に応じて選択
随意の平行移動点位置揃えによる平面係止に容易に復帰することができる。加えて、シス
テム１０はまた、医師が任意の時刻に現在の位置揃えを保存して、対応する能力を所望に
応じて当該位置揃えに復帰させることを可能にするように構成され得る。これら保存され
た位置揃えは、同じ手法の多数の位置揃え及び／又は多数の手法を用いた多数の位置揃え
であってよい。認められるように、各々の位置揃え方法が多数の位置揃えを含み得る。
【００６３】
　本発明の手法の各観点によれば、各々の方法を用いた最後のＮ回の位置揃えを保存し、
これにより、前回の設定に復帰する容易な方法を医師に提供することができる。これらの
多数の位置揃え設定は、医師が如何なる位置揃えも必要としない他の超音波撮像手法を実
行しても患者検査の過程を通じて保持され得る。さらにまた、様々な位置揃え手法を結合
して誤差を最小限に留めることもできる。例えば、選択随意の平行移動点による平面係止
を３個以上の点による位置揃えと組み合わせることができる。このアプローチを用いて、
様々な手法からの誤差を最小限に留めることができる。
【００６４】
　また、認められるように、連続的な画像式位置揃えを実行するときに、画像情報が追跡
を保持するのに十分でない場合がある。例として述べると、画像取得装置が身体との接触
を失った場合、又は超音波が透過しない骨又は他のこのような物体にかけて走査する場合
に、取得された画像データが追跡を保持するのに十分でない場合がある。従って、システ
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ム１０は、位置センサ式位置揃えに自動的に切り換わるように構成され得る。代替的には
、システム１０は、利用者入力に基づいて位置センサ式位置揃えに切り換わるように構成
されてもよい。一旦、画像が自動位置揃えされたら、システム１０は、連続的な容積式位
置揃えに自動的に切り換わって戻るように構成され得る。
【００６５】
　上で述べた位置揃え手法は解剖学的位置揃えに基づくものである。しかしながら、非解
剖学的支援を用いて画像の位置揃えを支援してもよい。従って、ＣＴデータ又はＭＲデー
タが得られたときに、データセットに現われる標識を身体に配置することができる。次い
で、同じ標識を用いて又は他の指標を介して、身体において同じ位置に印を付けることも
できる。さらに、超音波走査を実行するときに、トランスデューサをこの印に配置して、
標識を含むデータセットの部分に位置揃えすることができる。一つの標識を用いて、選択
随意の平行移動点による平面係止を支援することができる。また、多数の標識を用いて、
３個以上の点による位置揃えを支援することができる。
【００６６】
　認められるように、多平面型又は容積型トランスデューサを用いて画像データの取得を
容易にする場合には、位置揃え工程は表示されている超音波画像に対して生ずる。尚、ト
ランスデューサの様々な位置を用いて、異なる観点の位置揃えを容易にし得ることを特記
しておく。従って、トランスデューサに対する異なる取得平面を用いることもできる。一
旦、位置揃えが完了したら、取得平面が変化するのに伴って新たな取得平面の相対的な位
置を用いて、過去取得容積において対応するスライスを調節することができる。このこと
は、取得平面が離散的段階又は連続的段階のいずれかで変化するのに伴って達成され得る
。
【００６７】
　以上に述べた画像の容積式位置揃えの方法は、図４（Ａ）～図４（Ｂ）を参照するとさ
らによく理解され得る。図４（Ａ）～図４（Ｂ）には、本発明の手法の各観点による容積
式位置揃えの方法の線図表現９０が示されている。さらに具体的には、図４（Ａ）～図４
（Ｂ）は、図３（Ａ）～図３（Ｂ）に示す容積式位置揃えの方法の線図表現を表わしてい
る。図４に示す例では、参照画像データセット５２が、前述のように第一の画像取得シス
テム１２（図１参照）のような第一の画像取得システムを介して取得される。加えて、少
なくとも１個の他の画像データセット５４が、第二の画像取得システム１４（図１参照）
のような第二の画像取得システムを介して取得され得る。尚、一実施形態では、参照画像
データセット５２及び少なくとも１個の他の画像データセット５４の各々が、前述のよう
に複数の画像取得システムを介して取得され得ることを特記しておく。例えば、第一の画
像データセット５２をＣＴイメージング・システムを介して取得することができ、超音波
イメージング・システムを用いて少なくとも１個の他の画像データセット５４を取得する
ことができる。代替的には、第一の画像データセット５２及び少なくとも１個の他の画像
データセット５４の各々を、超音波イメージング・システムのような単一のイメージング
・システムを介して取得することができる。従って、単一のイメージング・システムを介
して取得された第一の画像データセット５２及び少なくとも１個の他の画像データセット
５４は異なる時間点において取得された同じ患者の走査を表現したものとなる場合がある
。図４は２個の画像データセットを用いたシステムを示しているが、当業者は、図示の方
法が、２以上の画像データセットを用いたイメージング・システムにも広く適用可能であ
ることを認められよう。
【００６８】
　前述のように、第一の画像データセット５２を参照画像容積と呼ぶことができる。同様
に、少なくとも１個の他の画像データセット５４を浮動画像と呼ぶことができる。加えて
、選択随意の前処理ステップ（図示せず）を参照画像容積５２及び浮動画像５４の各々に
対して実行して、取得された画像データセットの品質を高めることができる。幾つかの実
施形態では、参照画像容積５２及び浮動画像５４の各々を雑音除去アルゴリズム、画像平
滑化アルゴリズム及び／又は画像ボケ除去アルゴリズムの適用を介して前処理することが
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できる。
【００６９】
　参照画像容積５２及び浮動画像５４の各々を処理モジュール１８（図１参照）によって
処理することができる。さらに具体的には、処理モジュール１８は、参照画像データセッ
ト５２と浮動画像データセット５４との位置揃えを容易にするように構成され得る。方法
はステップ９２から開始し、このステップでは、参照画像データセット５２のような過去
取得画像容積及び浮動画像データセット５４のような浮動画像データセットを得る。また
、Ｘ方向は参照番号９４によって表わされ、参照番号９６はＹ方向を示し得る。加えて参
照番号９８はＺ方向を表わし得る。
【００７０】
　続いて、ステップ１００では、本発明の手法の各観点によれば、参照画像データセット
５２のスライスに対して既知の配向にある浮動画像データセット５４における位置を識別
することができる。尚、幾つかの実施形態ではこの位置は参照画像データセット５２にお
ける画像スライスを含むことができ、この位置を所望の画像平面と一般的に呼んでもよい
ことを特記しておく。一実施形態では、ステップ１００によって示すように、浮動画像デ
ータセット５４において、参照画像データセット５２のスライスに実質的に平行な位置を
識別することができる。図４のここの例では、所望の位置は、参照画像データセット５２
における画像スライス１０２を含み得る。さらにまた、続けてステップ１００に関して述
べると、一旦、浮動画像容積５４における所望の位置が識別されたら、浮動画像データセ
ット５４は、図３に関して説明したように参照画像データセット５２に対して平行になる
ように係止され得る。この係止を、前述と同様に平行平面係止と呼ぶことができる。ステ
ップ１００での係止の結果として、平行位置揃え済み画像を得ることができる。
【００７１】
　認められるように、浮動画像５４における画像データ及び／又は参照画像データセット
５２における画像データが整列不正となっている場合がある。この画像５２、５４の整列
不正の問題に対処するために、画像容積をＸ方向９４、Ｙ方向９６及びＺ方向９８におけ
る平行移動に基づいて整列させて、強化された位置揃えを容易にすることができる。従っ
て、浮動画像５４と参照画像データセット５２とを整列させることが望ましい。結果的に
、本発明の手法の例示的な各観点によれば、浮動画像５４、参照画像データセット５２の
一方又は両方にＸ方向９４、Ｙ方向９６及びＺ方向９８における平行移動を施して、浮動
画像５４と参照画像データセット５２との整列を遂行することができる。
【００７２】
　従って、ステップ１０６では、浮動画像５４において第一の注目点を識別することがで
きる。第一の注目点は、前述のように解剖学的関心領域を含み得る。加えて、ステップ１
０６では、参照画像データセット５２において第一の注目点に対応し得る第二の注目点を
識別することができる。代替的には、ステップ１０６で第一の注目点を先ず参照画像デー
タセット５２において選択し、ステップ１０６で対応する第二の注目点を浮動画像５４に
おいて選択することができる。
【００７３】
　ここの例では、浮動画像５４と参照画像データセット５２との整列をステップ１０６及
び１１２に示すことができる。本発明の手法の各観点によれば、ステップ１０６では、第
一の注目点１０８を浮動画像５４において選択することができる。さらにまた、第二の注
目点１１０を参照画像データセット５２について選択することができる。ここの例では、
第二の注目点１１０は、画像スライス１０４について選択されるものとして示されている
。尚、第二の注目点１１０は第一の注目点１０８に対応することを特記しておく。また、
第一及び第二の注目点１０８、１１０は、前述のように解剖学的構造、又は患者の表面若
しくは内部に配置された基準標識を表わしたものであってよい。
【００７４】
　続いて、ステップ１１２では、浮動画像５４を参照画像データセット５２と整列させる
ことができる。代替的には、参照画像データセット５２を浮動画像５４と整列させること
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ができる。本発明の手法の各観点によれば、第一の注目点１０８を第二の注目点１１０に
整列させることにより、浮動画像５４を参照画像データセット５２に整列させることがで
きる。さらに具体的には、浮動画像５４をこの時点でＸ方向９４に移動させて、第一の注
目点１０８に関連するＸ座標を参照画像データセット５２における第二の注目点１１０の
Ｘ座標に整列させることができる。同様に、浮動画像５４をＹ方向９６に移動させて、第
一の注目点１０８のＹ座標の第二の注目点１１０のＹ座標との整列を容易にすることがで
きる。また、本発明の手法の例示的な各観点によれば、浮動５４をＺ方向９８に移動させ
て、浮動画像５４における第一の注目点１０８のＺ座標を参照画像データセット５２にお
ける第二の注目点１１０のＺ座標と整列させることができる。例として述べると、第一の
注目点１０８の位置座標を一般に（Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１）によって表わすことができ、（Ｘ

２，Ｙ２，Ｚ２）を第二の注目点１１０の位置座標を示すものとすることができる。ここ
の例では、浮動画像５４をＸ方向９４、Ｙ方向９６及びＺ方向９８に平行移動させること
により、浮動画像５４を参照画像データセット５２と整列させることができる。さらに具
体的には、Ｘ１がＸ２に整列するように浮動画像５４をＸ方向９４に移動させることがで
きる。同様に、Ｙ１のＹ２との整列を容易にするように浮動画像５４をＹ方向９６に移動
させることができる。また、Ｚ１がＺ２に整列するように浮動画像５４をＺ方向９８に移
動させることができる。参照番号１１４は、第一の注目点１０８が第二の注目点１１０に
整列した領域を表わし得る。ステップ１１２の結果として、浮動画像５４における第一の
注目点１０８は、参照画像データセット５２における第二の注目点１１０と空間的に整列
し、これにより浮動画像５４の参照画像データセット５２との整列を容易にすることがで
きる。
【００７５】
　結果的に、浮動画像５４はこの時点で参照画像データセット５２と整列する。従って、
図３に関して上で述べたように、浮動画像５４と参照画像データセット５２との間の平行
平面係止を浮動画像５４と参照画像データセット５２との間の同一平面係止へ変換するこ
とができる。また、浮動画像５４の参照画像データセット５２との位置揃えを更新して、
平行平面及び平行移動点位置揃え済み画像８６（図３参照）のような位置揃え済み画像を
形成することができる。続いて、この位置揃え済み画像を、システム１０の表示器２６（
図１参照）のような表示器において視覚化することができる。
【００７６】
　図５へ移ると、診断システム１０（図１参照）に用いられるように構成された画像取得
システムを示すブロック図１２０が図示されている。システム１２０は、患者１２２から
の画像データを画像取得装置１２４を介して取得するように構成され得る。参照番号１２
６は、撮像セッションについて患者１２２を配置することを支援するように構成されたテ
ーブルを表わし得る。一実施形態では、画像取得装置１２４はプローブを含むことができ
、プローブは、画像データの取得を支援するように構成されている侵襲型プローブ、又は
外部超音波プローブのような非侵襲型若しくは外部プローブ等を含み得る。また、他の幾
つかの実施形態では、画像データは、患者１２２に配設され得る１又は複数のセンサ（図
５には示さず）を介して取得され得る。例として述べると、センサは、心電図（ＥＣＧ）
センサのような生理学的センサ（図示せず）、及び／又は電磁場センサ若しくは慣性セン
サのような位置センサを含み得る。これらのセンサは、例えば導線（図５には示さず）を
介してイメージング・システムのようなデータ取得装置に結合されて動作することができ
る。
【００７７】
　システム１２０はまた、限定しないが画像取得装置１２４と動作に関して関連している
医用イメージング・システムのような画像取得システム１２８を含み得る。一実施形態で
は、医用イメージング・システム１２８は超音波イメージング・システムを含み得る。尚
、以下に示す実施形態の各例は医用イメージング・システムの文脈で記載されるが、パイ
プライン検査システム、液体反応器検査システム等の産業用イメージング・システム、並
びに非破壊評価及び検査システムのように他のイメージング・システム及び応用も思量さ
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れることを特記しておく。加えて、以下に図示して説明する実施形態の各例は、超音波撮
像を他の撮像モダリティ、位置追跡システム又は他のセンサ・システムと併用した多重モ
ダリティ型イメージング・システムにも応用され得る。さらにまた、以下に示す実施形態
の各例は、限定しないが超音波イメージング・システム、光学式イメージング・システム
、ＣＴイメージング・システム、ＭＲイメージング・システム、Ｘ線イメージング・シス
テム若しくはＰＥＴイメージング・システム、又はこれらの組み合わせのような医用イメ
ージング・システムの文脈で記載されるが、本発明の手法の各観点によれば、限定しない
がパイプライン検査システム、液体反応器検査システム、製造検査システム又は他のイメ
ージング・システムのような他のイメージング・システムも思量されることを特記してお
く。
【００７８】
　現状で思量される構成では、医用イメージング・システム１２８は、取得サブシステム
１３０及び処理サブシステム１３２を含み得る。さらに、医用イメージング・システム１
２８の取得サブシステム１３０は、画像取得装置１２４を介して患者１２２の１又は複数
の解剖学的関心領域を表わす画像データを取得するように構成され得る。次いで、患者１
２２から取得される画像データを処理サブシステム１３２によって処理することができる
。
【００７９】
　加えて、医用イメージング・システム１２８によって取得され及び／又は処理された画
像データを用いて、侵襲的処置を案内する、疾患状態を識別する、治療の必要性を評価す
る、適当な治療の選択肢を決定する、及び／又は疾患状態に対する治療の効果を監視する
等において医師を支援することができる。幾つかの実施形態では、処理サブシステム１３
２はさらに、画像データを受け入れるように構成されているデータ保管庫１３４のような
記憶システムに結合されることができる。
【００８０】
　さらに、図５に示すように、医用イメージング・システム１２８は、表示器１３６及び
ユーザ・インタフェイス１３８を含んでいてよい。但し、タッチ・スクリーンでのような
幾つかの実施形態では、表示器１３６及びユーザ・インタフェイス１３８が重複していて
もよい。また、幾つかの実施形態では、表示器１３６及びユーザ・インタフェイス１３８
は共通域を含み得る。本発明の手法の各観点によれば、医用イメージング・システム１２
８の表示器１３６は、画像取得装置１２４を介して取得された画像データに基づいて医用
イメージング・システム１２８によって形成された画像を表示するように構成され得る。
加えて、表示器１３６はまた、参照画像データセット５２（図２参照）のような過去取得
画像容積を表示するように構成され得る。表示器１３６はまた、位置揃え済み画像６９（
図２参照）及び８６（図３参照）のような位置揃え済み画像の視覚化を容易にするように
構成され得る。
【００８１】
　加えて、医用イメージング・システム１２８のユーザ・インタフェイス１３８は、医師
が表示器１３６に表示される画像データを操作することを容易にするように構成されてい
るヒューマン・インタフェイス装置（図示せず）を含み得る。ヒューマン・インタフェイ
ス装置は、医師が１又は複数の関心領域を識別することを容易にするように構成されたマ
ウス形式の装置、トラックボール、ジョイスティック、スタイラス又はタッチ・スクリー
ンを含み得る。但し、認められるように、限定しないがタッチ・スクリーンのような他の
ヒューマン・インタフェイス装置を用いることもできる。さらにまた、本発明の手法の各
観点によれば、ユーザ・インタフェイス１３８は、医師が医用イメージング・システム１
２８によって取得される画像を通してナビゲートするのを支援するように構成されてもよ
く、加えて、ユーザ・インタフェイス１３８は、例えば第一の画像スライス５４（図２参
照）の参照画像データセット５２との位置揃えを容易にすることを支援するように構成さ
れていてもよい。
【００８２】
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　前述のように、幾つかの実施形態では、患者１２２を患者テーブル１２６のようなＣＴ
スキャナのような容積走査装置のテーブルに配置することができる。テーブル１２６は、
患者１２２を容積走査のために設定することを容易にする第一の位置に配設され、続いて
超音波走査のための第二の位置まで移動することができる。本発明の手法の各観点によれ
ば、イメージング・システム１２０は、画像取得装置１２４をテーブル１２６に対して配
向させることを助けるように構成され得る配置サブシステム１４０を含むことができる。
さらに具体的には、配置サブシステム１４０は、画像取得装置１２４をテーブル１２６に
対して既知の配向に保つように構成され得る。一実施形態では、画像取得装置１２４は配
置サブシステム１４０に配置され、これにより画像取得装置１２４をテーブル１２６に関
して既知の配向に配設することができる。上で述べたように、画像取得装置１２４を配置
サブシステム１４０に配置することにより、実質的に優れた平行平面係止を得ることを有
利に容易にする。現状で思量される構成では、配置サブシステム１４０はテーブル１２６
に結合されて動作するものとして示されている。しかしながら、認められるように、配置
サブシステム１４０はシステム１２０の他の位置に配設されてもよい。例えば、位置セン
サのように位置感知場を発生するように構成されている配置サブシステム１４０の部分を
テーブル１２６に取り付けて、又は他の場合には位置感知場が患者１２２と共に移動する
ようにテーブル１２６と共に移動させて、これによりテーブル移動に基づく調節のあらゆ
る必要を回避する。
【００８３】
　代替的には、位置センサ（図５には示さず）を用いて、画像取得装置１２４をテーブル
１２６に関して配向させることを支援してもよい。また、一旦、浮動画像５４のような画
像が参照画像データセット５２のような過去取得画像容積に位置揃えされたら、第二の画
像取得システム１４（図１参照）のような容積走査装置からの任意のテーブル移動を用い
て位置揃えを更新することができる。
【００８４】
　当業者には認められるように、以上に述べた例、実証及び工程ステップは、汎用又は特
殊目的のコンピュータのようなプロセッサ式システムの適当なコードによって具現化され
得る。また、本発明の手法の様々な具現化形態が、本書に記載されたステップの幾つか又
は全てを異なる順序で又は実質的に同時にすなわち並列して実行し得ることを特記してお
く。さらにまた、各機能は、限定しないがＣ＋＋又はJava（商標）を含めた多様なプログ
ラミング言語で実装され得る。かかるコードは、当業者には認められるように、メモリ・
チップ、ローカル若しくはリモートのハードディスク、光ディスク（すなわちＣＤ又はＤ
ＶＤ）、又は記憶されたコードを実行するプロセッサ式システムによってアクセスされ得
る他の媒体のような１又は複数の有形の機械読み取り可能な媒体に記憶されるか又は記憶
されるように構成され得る。尚、有形媒体は、紙、又は命令を印刷する他の適当な媒体を
含み得ることを特記しておく。例えば、命令は、紙又は他の媒体の光学式走査を介して電
子的に捕獲され、次いで編集され、翻訳され、又は他の場合には必要に応じて適当な態様
で処理された後に、コンピュータ・メモリに記憶され得る。
【００８５】
　以上に述べた画像の容積式位置揃えの方法及び画像の容積式位置揃えのシステムは、実
時間超音波画像の患者の解剖学的部位を表わす過去取得画像容積との位置揃えの手続きワ
ークフローを著しく単純化して、画像の優れた位置揃えを達成するのに掛かる手続き時間
の速度を高める。さらに、これらの方法及びシステムの利用は、回転誤差を最小化するこ
とを有利に支援する。
【００８６】
　画像の容積式位置揃えの方法及びシステムの実施形態の以上の記載は、超音波画像を単
一のモダリティ又は複数の撮像モダリティを介して得られた過去取得画像容積データセッ
トと効率よく位置揃えし、これにより誤差を最小限に留めつつワークフロー効率を高める
という技術的効果を有する。
【００８７】



(25) JP 5683065 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

　本書では本発明の幾つかの特徴のみを図示して説明したが、当業者には多くの改変及び
変形が想到されよう。従って、特許請求の範囲は本発明の真意に含まれるような全ての改
変及び変形を網羅するものと理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の手法の各観点による例示的な診断システムのブロック図である。
【図２（Ａ）】本発明の手法の各観点による容積式撮像の方法の一例を示す流れ図である
。
【図２（Ｂ）】本発明の手法の各観点による容積式撮像の方法の一例を示す流れ図である
。
【図３（Ａ）】本発明の手法の各観点による容積式撮像の方法のもう一つの例を示す流れ
図である。
【図３（Ｂ）】本発明の手法の各観点による容積式撮像の方法のもう一つの例を示す流れ
図である。
【図４（Ａ）】本発明の手法の各観点による容積式位置揃えの方法の一例の線図である。
【図４（Ｂ）】本発明の手法の各観点による容積式位置揃えの方法の一例の線図である。
【図５】図１の例示的な診断システムに用いられるように構成されたイメージング・シス
テムの物理的な具現化形態のブロック図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　イメージング・システム
　１２　第一の画像取得システム
　１４　第二の画像取得システム
　１６　第Ｎの画像取得システム
　１８　処理モジュール
　２０　操作者コンソール
　２２　表示モジュール
　２４　プリンタ
　５０　容積駆動式位置揃えを示す流れ図
　５２　参照画像データセット
　５４　浮動画像データセット
　５６～６９　容積駆動式位置揃えのステップ
　７０　容積駆動式位置揃えを示す流れ図
　７２～８６　容積駆動式位置揃えのステップ
　９０　容積駆動式位置揃えの線図
　９２　入力データを受け取るステップ
　９４　Ｘ方向
　９６　Ｙ方向
　９８　Ｚ方向
　１００　参照画像データセットに対して既知の配向にある位置を識別するステップ
　１０２　参照画像データセットにおける所望の画像スライス
　１０４　参照画像データセットにおけるもう１枚の画像スライス
　１０６　注目点を選択するステップ
　１０８　浮動画像における第一の注目点
　１１０　参照画像データセットにおける第二の注目点
　１１２　第一及び第二の注目点を整列させるステップ
　１１４　整列後の注目点
　１２０　診断システム
　１２２　患者
　１２４　画像取得装置
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　１２６　テーブル
　１２８　イメージング・システム
　１３０　取得サブシステム
　１３２　処理サブシステム
　１３４　ローカル・データ保管庫
　１３６　表示器
　１３８　ユーザ・インタフェイス
　１４０　配置サブシステム

【図１】

【図２（Ａ）】

【図２（Ｂ）】
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